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（目的）

第1条　この要領は、区民のだれもが気軽にスポーツ・レクリエーションを楽しめる機会を提供することで、区民の健康増進とスポーツを通じ

た仲間づくりを図り、活力にあふれたコミュニティづくり推進を目的に行う大阪市城東区役所所有の別表に定める運動遊具（以下「運動

遊具」という。）の貸出に関し必要な事項を定める。

 （貸出）

第2条　城東区長（以下「区長」という。）は運動遊具を次項に定める貸し出し対象団体に対し無償で貸し出すものとする。ただし、次の

各号のいずれかに該当する場合を除く。

(1)  法令及び公序良俗に反する使用と認められるとき、またはそのおそれがあるとき。

(2)  営利を目的とした使用と認められるとき、またはそのおそれがあるとき。

(3)  暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）の使用又は暴力

団員（同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員と密接な関係を有する者による暴力団を利する目

的での使用と認められるとき、またはそのおそれがあるとき。

(4)  その他、区長が不適当と認めるとき。

2　貸し出し対象団体は次のとおりとする。

(1)  城東区在住・在勤・在学の方を中心として構成された団体

(2)  学校・官公署等公共団体

(3)  その他、区長が適当と認める団体

（貸出期間）

第3条　運動遊具の貸出期間は初日から起算し原則14日以内とし、それ以上の期間を希望する場合は、次条に定める手続きの際に区

長の承認を得ることとする。

（貸出手続）

第4条　運動遊具の貸出を受けようとする者は、運動遊具貸出申請書（様式1）を貸出初日から起算し8開庁日前までに提出するもの

とする。

（貸出決定）

第5条　区長は、前条の提出を受けたときは、この要領の規定に適合するかを審査して、貸出を決定する。

2　申請が重複した場合は、先着順により決定する。

3　区長は、運動遊具の貸出を承認するときは、運動遊具貸出承認書（様式2）により通知するものとする。

（利用者の順守事項）

第6条　前条により運動遊具の貸出を受けた利用者（以下「利用者」という。）は、次の事項を順守しなければならない。

(1)  丁寧に使用し、管理保管すること。
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(2)  申請した貸出期間等を遵守すること。

(3)  転貸しないこと。

(4)  原形の変更をしないこと。

(5)  有償での利用に供しないこと。

(6)  自らの負担及び責任で、区長が指定する貸出場所から返却先までの搬送手段を用意すること。

(7)  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に

定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業及びこれらの業の利便を図るための用に供しないこと。

(8)  政治的用途・宗教的用途に供しないこと。

(9)  地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供しないこと。

(10) 運動遊具貸出中に生じた事故等については、利用者が一切の責任を負うこと。

(11) 運動遊具の使用に際し、利用者に生じた損害または第三者に及ぼした損害は、利用者の責任においてその賠償を行うこと。また利

用者の負担において必要に応じて傷害保険、賠償責任保険等に加入すること。

(12) その他、使用に当たって区長の指示に従うこと。

（変更）

第7条　利用者は、申請内容を変更しようとするときは、運動遊具貸出承認内容変更申請書（様式3）を区長に提出し、承認を受けな

ければならない。

2　前項の承認については、第5条の規定を準用する。

（汚損等に対する措置）

第8条　利用者は、運動遊具を汚損、毀損又は紛失した場合は、運動遊具汚損等届（様式4）により、速やかにその旨を届け、制作又

は修復に要する必要経費を賠償しなければならない。ただし、天災、経年劣化、その他特別な理由があると区長が認めたときは、この限り

ではない。

2　利用者は、運動遊具利用に際する必要経費及びその他の費用があっても、これを区長に請求出来ない。

（解除）

第9条　区長は利用者が次の各号の一に該当するときは、運動遊具の貸出を解除することができる。

(1)  第2条各号に該当したとき。

(2)  第6条各号に反するとき。

(3)  その他、区長が本要領の目的を達することができなくなったと認めたとき。

2　前項により運動遊具貸出の解除を決定した場合、区長は運動遊具貸出承認解除通知書（様式5）により、利用者に通知するもの

とする。

 （返却）

第10条　利用者が次の各号の一に該当するときは、速やかに運動遊具を返却しなければならない。

(1)  貸出期間が満了したとき。

(2)  前条により、貸出を解除されたとき。

(3)  その他、区長から返却を指示されたとき。

附  則

この要領は、令和6年9月1日から施行する。



このページへの別ルート

別表

別表 (PDF形式 ,  73.39KB)

様式1(PDF形式 ,  88.76KB)

様式2(PDF形式 ,  68.90KB)

様式3(PDF形式 ,  64.69KB)

様式4(PDF形式 ,  68.54KB)

様式5(PDF形式 ,  68.47KB)

CC（クリエイティブコモンズ）ライセンス におけるCC-BY4.0 で提供いたします。

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード（無償）

PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード（無償）してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

 

このページの作成者・問合せ先このページの作成者・問合せ先このページの作成者・問合せ先このページの作成者・問合せ先このページの作成者・問合せ先このページの作成者・問合せ先このページの作成者・問合せ先このページの作成者・問合せ先このページの作成者・問合せ先

大阪市城東区役所 市民協働課市民活動支援グループ

〒536-8510　大阪市城東区中央3丁目5番45号（城東区役所3階）

電話：06-6930-9743

ファックス：050-3535-8685

メール送信フォーム

   

  城東区運動遊具貸出要領

Copy r i gh t  (C )  C i t y  o f  Osaka  A l l  r i gh t s  r ese r ved .

オープンデータを探す
大阪市オープンデータポータルサイト

大阪市総合トップ 市政 市政情報の公表（オープン市役所） 要綱・要領等のオープン化 所属名からさがす

城東区役所 要領

https://www.city.osaka.lg.jp/joto/cmsfiles/contents/0000633/633285/beppyou.pdf
https://www.city.osaka.lg.jp/joto/cmsfiles/contents/0000633/633285/beppyou.pdf
https://www.city.osaka.lg.jp/joto/cmsfiles/contents/0000633/633285/yousiki1.pdf
https://www.city.osaka.lg.jp/joto/cmsfiles/contents/0000633/633285/yousiki1.pdf
https://www.city.osaka.lg.jp/joto/cmsfiles/contents/0000633/633285/yousiki2.pdf
https://www.city.osaka.lg.jp/joto/cmsfiles/contents/0000633/633285/yousiki2.pdf
https://www.city.osaka.lg.jp/joto/cmsfiles/contents/0000633/633285/yousiki3.pdf
https://www.city.osaka.lg.jp/joto/cmsfiles/contents/0000633/633285/yousiki3.pdf
https://www.city.osaka.lg.jp/joto/cmsfiles/contents/0000633/633285/yousiki4.pdf
https://www.city.osaka.lg.jp/joto/cmsfiles/contents/0000633/633285/yousiki4.pdf
https://www.city.osaka.lg.jp/joto/cmsfiles/contents/0000633/633285/yousiki5.pdf
https://www.city.osaka.lg.jp/joto/cmsfiles/contents/0000633/633285/yousiki5.pdf
https://creativecommons.jp/licenses/
https://creativecommons.jp/licenses/
https://creativecommons.jp/licenses/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja
https://www.adobe.com/jp/acrobat/pdf-reader.html
https://www.adobe.com/jp/acrobat/pdf-reader.html
https://www.adobe.com/jp/acrobat/pdf-reader.html
https://www.adobe.com/jp/acrobat/pdf-reader.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.city.osaka.lg.jp%2Fjoto%2Fpage%2F0000633285.html&t=%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%9F%8E%E6%9D%B1%E5%8C%BA%EF%BC%9A%E5%9F%8E%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E9%81%8B%E5%8B%95%E9%81%8A%E5%85%B7%E8%B2%B8%E5%87%BA%E8%A6%81%E9%A0%98
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.city.osaka.lg.jp%2Fjoto%2Fpage%2F0000633285.html&t=%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%9F%8E%E6%9D%B1%E5%8C%BA%EF%BC%9A%E5%9F%8E%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E9%81%8B%E5%8B%95%E9%81%8A%E5%85%B7%E8%B2%B8%E5%87%BA%E8%A6%81%E9%A0%98
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.city.osaka.lg.jp%2Fjoto%2Fpage%2F0000633285.html&source=tweetbutton&text=%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%9F%8E%E6%9D%B1%E5%8C%BA%EF%BC%9A%E5%9F%8E%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E9%81%8B%E5%8B%95%E9%81%8A%E5%85%B7%E8%B2%B8%E5%87%BA%E8%A6%81%E9%A0%98&url=https%3A%2F%2Fwww.city.osaka.lg.jp%2Fjoto%2Fpage%2F0000633285.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.city.osaka.lg.jp%2Fjoto%2Fpage%2F0000633285.html&source=tweetbutton&text=%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%9F%8E%E6%9D%B1%E5%8C%BA%EF%BC%9A%E5%9F%8E%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E9%81%8B%E5%8B%95%E9%81%8A%E5%85%B7%E8%B2%B8%E5%87%BA%E8%A6%81%E9%A0%98&url=https%3A%2F%2Fwww.city.osaka.lg.jp%2Fjoto%2Fpage%2F0000633285.html
tel:0669309743
https://sc.city.osaka.lg.jp/mail/inquiry.cgi?so=6f7d2143798fc9ce8954f6edbfb05ac5bed7fd97&ref=joto%2Fpage%2F0000633285.html
https://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu290/opendata/
https://www.city.osaka.lg.jp/index.html
https://www.city.osaka.lg.jp/shisei/index.html
https://www.city.osaka.lg.jp/shisei/category/3061-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.osaka.lg.jp/shisei/category/3061-3-0-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.osaka.lg.jp/shisei/category/3061-3-1-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.osaka.lg.jp/shisei/category/3061-3-1-22-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.osaka.lg.jp/shisei/category/3061-3-1-22-2-0-0-0-0-0.html

